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Ⅰ．策定までの経過  

  

近年、全国的に不登校児童生徒数は増加し続け、令和３年度「児童生徒の問題行動・

不登校等の生徒指導上の諸課題に関する調査結果」では、小中学校での不登校は２４．

５万人、高校と合わせると３０万人を超えることが報告されています。不登校児童生

徒数は平成２５年度から増加を続け、毎年過去最多を更新し続けており、教育現場に

おいては喫緊に取り組むべき課題となっています。 

このような状況の中、不登校の児童生徒の支援を進めることを目的とし、平成２９

年２月に「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関す

る法律」（教育機会確保法）が施行されました。また、令和元年には、それまで文部

科学省から出されていた不登校施策に関する通知が整理され、「不登校児童生徒への

支援の在り方について」が通知されました。同通知では、不登校児童生徒の支援につ

いて「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの

進路を主体的に捉えて社会的に自立することを目指す必要があると述べられていま

す。また、「既存の学校教育になじめない児童生徒については、学校としてどのよう

に受け入れていくかを検討し、なじめない要因の解消に努める必要があること」「児

童生徒の才能や能力に応じて、それぞれの可能性を伸ばせるよう、本人の希望を尊重

した上で、場合によっては、教育支援センターや不登校特例校、ICTを活用した学習

支援、フリースクール、中学校夜間学級での受け入れなど、様々な関係機関を活用し

社会的自立への支援を行うこと」とも記されています。 

 さらに、令和５年３月には「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策

（COCOLOプラン）について」が通知され、不登校児童生徒が学びたいと思った時

に学べる環境整備、個々のニーズに応じた受け皿を整備することも求められました。 

本市においても、全国と同様に不登校児童生徒数は毎年増加し続けています。「い

じめ問題等連絡協議会」の場でも不登校について市内の状況を踏まえた話し合いを

してきました。各校では、不登校児童生徒への支援のため、本人や保護者の思いに寄

り添いながら、スクールカウンセラー（SC）・スクールソーシャルワーカー（SSW）・

医療関係・福祉関係等、関係諸機関と連携し、支援を進めてまいりました。また、本

市が設置する教育支援センター「ステラ」においては、居心地の良い居場所の中で、

仲間や支援員との関わりを通して登校復帰に向けた支援を行っています。しかし、増

え続ける不登校児童生徒の「教育機会の確保」に向け、これまで以上に関係機関との

連携が必要となっています。 
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Ⅱ．不登校支援にあたっての学校と教育委員会の取組  
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【学校の主な取組】 

・各学校では、児童生徒が不登校になってからの事後的な取組に先立ち、児童

生徒が不登校にならない魅力ある学校づくりを目指すとともに、いじめ、暴

力行為、体罰等を許さないなど安心して教育を受けられる学校づくりを推進

することが重要である。 

・学校生活に関するアンケートを毎年実施し、児童生徒の実態を適切に把握し、

児童生徒理解に努めるとともに、学級経営等を充実させ心理的安全性を備え

た集団づくりに向け、発達支持的生徒指導に努める。 

・休みが続いている子に対し、管理職を中心として、早めに情報共有するとと

もに、家庭訪問を実施することを通して、学校との関係を保つように取り組

む。 

・学校長のリーダーシップの下、校内の教職員はもとより、スクールカウンセ

ラー（SC）、スクールソーシャルワーカー（SSW）等、様々な専門家や専門

的機関と連携し、組織的・継続的な支援を行う。 

・教室復帰への場として、校内の別室での指導を可能な限り実施し、段階的に

教室に戻れるように取り組む。 

・児童生徒の情報共有を定期的に行い、全職員で児童生徒理解に努める。また、

進学等の際には切れ目のない接続をするために、生活指導等をはじめとした

情報交換を行い、保育園・幼稚園-小学校-中学校-高等学校との連携を充実さ

せる。 
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Ⅲ．民間施設の「指導要録上の出席扱い」に関するガイドライン 

 

 本ガイドラインは民間施設について評価するという趣旨のものではなく、民間施

設において相談・支援を受けている不登校児童生徒を、指導要録上の出席として取り

扱うにあたり、学校長が個別の判断を行う際に留意すべき点を示したものである。 

 

【教育委員会の主な取組】 

・市内の児童生徒の状況把握に努め、学校が関係機関と効果的な連携を図ること

ができるよう、支援体制の構築を支援する。 

・様々な報告や調査を分析しながら、笛吹の児童生徒の抱える課題を把握し、早

期の対応を学校に依頼したり、会議を開催したりするなどの取組を行う。 

・子育て支援課や児童相談所など関係諸機関と連携するとともに、市教育支援セ

ンター「ステラ」やふえふき教育相談室との連携も強化し、不登校支援の充実

を図る。その中で、教育支援センターにおいて、研修や他市との情報交換の場

を設け、センター運営の充実を図る。 

・民間施設や地元学習塾等とも連携するなど、多様な教育機会を確保するよう努

める。 

・タブレット端末の活用等、ＩＣＴ教育を推進し、不登校の要因の１つである学

業不振の対策に取り組む。 

・基本的生活習慣の確立を目指すとともに、家庭学習のリーフレットを配布し、

家庭と連携して家庭学習の強化を図る。 

・各校の教育課程には、SOS の出し方に関する教育を明記し、確実に実施する

中で、児童生徒のコミュニケーション能力の向上に努める。 

・市教育委員会と学校が連携を密にしながら、児童生徒一人ひとりの社会的自立

を目指し、同一歩調で取り組んでいく。 



5 

 

１．策定の趣旨   

平成 29 年 2 月に施行された「義務教育の段階における普通教育に相当する教育

の機会の確保等に関する法律」（教育機会確保法）では、不登校児童生徒が行う多様

な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援を行

うことが示された。不登校児童生徒の最善の利益を最優先に考えた支援を行うこと

が重要であり、登校という結果のみを目標にするのではなく、当該児童生徒らが自ら

の進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要がある。 

本市でも、民間施設等（以下「民間施設」という）で支援を受けている児童生徒が

おり、学校や市教育委員会と民間施設が連携・協力しながら、児童生徒の社会的自立

に向けた支援をすることが重要となってくる。 

このような状況を鑑み、民間施設を利用する不登校児童生徒の個々の状況を踏ま

えつつ、指導要録上の出席扱いについて判断する際の目安となるガイドラインを策

定する。これに沿って対応することで、児童生徒個々の状況に応じた適切な支援を行

うことができるようになり、「教育の機会の確保」、更には「社会的自立」につながっ

ていくものと考える。 

 

２．ガイドラインの活用にあたって  

 判断に際しては、児童生徒の状況および地域の実態等を考慮し、民間施設の訪問等

を通して、児童生徒の安全・安心が確保された施設であること、活動内容を十分に把

握したうえで、当該施設における支援が児童生徒の社会的な自立につながっている

こと等を、総合的に判断することが求められる。 

 児童生徒を取り巻く保護者・学校・民間施設は、本ガイドラインを参考としながら 

その実態把握に努めるとともに、支援にあたり相互の連携・協力、円滑な情報の共有 

を図らなければならない。 

 

３．文部科学省の出席扱い等の要件 

（１）施設の目的 

   不登校児童生徒に対し社会的に自立することを目指すための相談・指導を行う

ことを主たる目的としていること。 

 

（２）実施主体について 

   実施者（法人・個人は問わない）が不登校児童生徒に対する相談・指導等に関し

深い理解と知識又は経験を有し、かつ社会的信望を有していること。 

 

（３）事業運営の在り方と透明性の確保について 

  著しく利益本意ではなく、入会金・授業料（月額・年額等）、入寮費（月額・年 

額等）等が明確にされ、保護者に情報提供がなされていること。 
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（４）相談・指導の在り方について  

①不登校児童生徒の人命や人格を尊重した人間味のある温かい相談や指導が行

われており、体罰などの不適切な指導や人権侵害が行われないこと。 

②我が国の義務教育制度を前提としたカリキュラムとなっていること。 

③受け入れにあたっては面接を行うなどして、当該児童生徒のタイプや状況の

把握が適切に行われていること。 

④相談や指導について、その内容や方法が明示されていること。 

⑤指導内容・方法・相談手段および相談・指導の体制があらかじめ明示されてお

り、個々に応じた適切な相談・指導が行われていること。 

⑥児童生徒の学習支援等の状況について、保護者等に情報提供がなされている

こと。 

 

（５）相談・支援スタッフについて 

①相談・支援スタッフは、児童生徒の教育に深い理解を有するとともに、不登校

への支援について知識・経験をもち、その指導に熱意を有していること。 

②専門的なカウンセリング等を行うにあっては、心理学や精神医学等、それを

行うにふさわしい専門的知識と経験を備えた指導スタッフが指導にあたって

いること。 

③宿泊による指導を行う施設にあっては、生活指導にあたる者を含め、当該民

間施設の活動を行うにふさわしい資質を備えたスタッフが配置されているこ

と。 

   

（６）施設・設備について 

①各民間施設にあっては、学習、心理療法、面接等種々の活動を行うために必要

な施設・設備を有していること。 

②特に、宿泊による指導を行う民間施設にあっては、宿舎を始め児童生徒が安

全で健康的な生活を営むために必要な施設・設備を有していること。 

 

（７）学校、教育委員会、民間施設との関係について 

①不登校児童生徒のプライバシーにも配慮の上、学校と施設が相互に不登校児

童生徒やその家族を支援するために必要な情報等を定期的に交換するなど、

学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。 

②児童生徒への相談・指導等の経過や児童生徒の学習状況などが記録され、学

校が指導要録や成績表を作成するための資料を定期的に学校へ提出できる体

制が整っていること。 

③学校や市教育委員会から求めがあった場合には、適切な情報提供を行うこと

ができること。 

④児童生徒に係る個人情報について、適切な管理がなされていること。 
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⑤指導要録上の出席について判断をする際は、学校および教育委員会が民間施

設見学を行うとともに、通所している児童生徒の通所状況および活動状況に

ついて情報提供を受けること。 

⑥不登校児童生徒が学校復帰を希望した場合には、民間施設がその気持ちに寄

り添い、学校と連携しながら復帰に向けた相談・指導が行われていること。 

 

（８）保護者との関係について 

①保護者と学校の間に連携・協力関係が保たれていること。  

②民間施設は、指導経過等を保護者に定期的に連絡するなど、両者に十分な連

携・協力関係が保たれていること。 

③特に、宿泊による指導を行う民間施設にあっては、たとえ当該民間施設の指

導方針がいかなるものであっても、保護者の側に対し面会や退所の自由が確

保されていること。 

 

４．留意事項 

    民間施設における学習計画や内容が、当該児童生徒が在籍する学校の教育

課程に照らし適切と判断される場合には、当該学習の状況を適切に見取り、指

導要録に文書による記録をしたり、学習の状況を本人や保護者に伝えたりす

ることで、当該児童生徒の学習意欲を喚起し、自立を支援するものとなるよう

留意すること。 

  

Ⅳ．指導要録上の出席の取り扱いについて 

 

 出席扱い等の要件を満たした場合、市で運営する教育支援センターと同様に、「指

導要録上の出席扱い」とすることができる。指導要録には、出席扱いとした日数およ

び児童生徒が通所又は入所した市の教育支援センター又は民間施設の名称を記入す

ることになる。この場合、保護者の申し出により在籍する学校が通学証明書を発行す

ることができる。 

一方で、これはあくまでも「指導要録上の出席扱い」であるため、当該児童生徒が

学校に登校していない場合、これまで同様「出席簿」上は欠席となり、毎月の長欠調

査や生徒指導上の諸課題調査等では不登校児童生徒として計上する。 

 

◇民間施設の利用を「指導要録上の出席扱い」とする際の指導要録への記入について 

 指導要録には出席日数の内数として、出席扱いした日数および児童生徒が通所又

は入所した学校外の施設名を記入すること。 

 

例 ： 出席扱い ２５日 （ 教育支援センター「ステラ」２０日 ・ 民間施設「 〇〇〇 」５日 ） 
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Ⅴ．民間施設での相談・支援等を 「指導要録上の出席扱い」とするまでの手続き等の流れ  

１ 児童生徒およびその保護者からの申請書の提出 

民間施設を利用している児童生徒およびその保護者は、施設で受けた相

談・指導等を指導要録上の出席扱いとすることを希望する場合、施設と相談

の上、学校に連絡してください。学校は「「指導要録上の出席扱い」に関する

ガイドラインに基づく申請書」（様式 1-A）と、「施設の事業内容・指導方針・

運営団体の概要等」（様式１-Ｂ）をお渡しします。 

 保護者（本人）と民間施設は、申請書（様式 1-A・Ｂ）を作成し、保護者

が学校長に提出してください。提出の際、事前調査（様式２）を行わせてい

ただきます。可能な限り、保護者とお子さんとでお越しください。 

 

 

２ ガイドラインに基づいた調査 

市教育委員会と学校は、保護者から申請書が提出された後、調査用紙（様

式３）を用いて調査を行います。 

 

３ 出席扱いの可否の判断 

市教育委員会は調査結果をもとに、ガイドラインに示された要件を満たし

ているか協議します。協議結果を様式４により学校長に通知し、それを踏ま

え学校長が出席扱いの可否を判断します。結果については学校長より保護者

および民間施設、市教育委員会に様式５により通知します。 

 

 

 

※申請から出席扱いの判断まで、ある程度の時間を要することが予想されます。 

そのため、校長が出席扱いとした場合には、保護者が学校に申請した日に遡 

って出席扱いとします。 

※出席扱いとすることになればそれで終わり、ということではありません。む 

しろ、出席扱いとすることは「保護者・民間施設・学校の三者が連携して、 

不登校の状態にある児童生徒を支援していくことのスタートラインに立った」 

と捉え、どのような指導を行ったのか、どんな学習に取り組むことができたのか、

将来を見据えどのような支援を行っていくべきなのか等、家庭・学校・民間施 

設で情報交換を行い、より効果的な支援を行えるよう連携することが必要です。 

それぞれの立場で、児童生徒にとって最適な支援を行えるよう努めていきま 

しょう。 
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